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今回の改革の背景  

10年後、20年後を見据えた未来志向の改革  

要介護高齢者の変化に対応したケアの改革   

制度の持続可能性・給付の効率化／重点化   

地域生活の継続を支える包括的ケアシステム  

介護サービス事業者の動向  
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○ 介護保険制度により行政による措置から利用者によるサービスの選択に大きく転換。 在  
宅サービスは提供主体に制限がなく、営利法人の指定事業者数も大きく伸びている。  

主な居宅サービスにおける事薫育数  

増）  

人利 

器と慧1肌  
平成12年7月   平度14年絹   平成16争絹   平射一年絹  

出典：∨】AMNETベース  

※「主な居宅サービス」は、訪問介護、訪問入浴介護、適所介護、短期入所生活介誼、痴呆対応型共同生活介護十特  
定施設入所者生活介護．福祉用具貸与の7サービスの合計。   
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指定取消処分等の状況  
一不正事葉書が顕在化して書ている一  

指定取消処分等のあった介護保険事薬所は、劉引払置森野）にのぼる。  

○事業所・施設の内訳の推移  
‾－一一Ⅶ－▲■－■－■  

、▲－－1  平底  1’：＝し  平成  平成  平成  尊慮  合 計   
＼ －－、h   12鑑丘  柑年度  川幾度  相生虚  l¢鑑度  l一畳度   

訪田介護   3  12   2丁   川4  

妨円入野介凛   
l   【   

静間響蕩   l   5   2   2   

訪問り／ヽどリチーション   l   ○   l   ○   2   4  

居宅書箋管理蒋導   l   8   ‡   2   2   

i∴1∫ と   ¢   ○  暮   7   丁   

サ u  2   8   川  

ピ  ○   l   l   5  

ス   ○  8   l  

■ ■  ○   之  S   ll  

幡豆笛遭入用肴生活介導   l  8   2   2   l  

楓社用包蔵与   ○   l   5   丁  lT  

脛電介彊支癒   ○   柑   之き   2S   2   22   1柑  

介津老人料拉麗辞   l   l   ○   ○  ○   l  

介打電人躍ヰ鮪譲   l   l   ¢   ○   ○   2   之  
介訂轟鶴髭諷オ蔦諺   2   l   丁   2l   

合  計  38   鮒   柑S   引   沌  朋柑   
20DO年4月－2005年12月の黒酢  

高齢者介護の新しい方向  
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介護保険制麿改革の主な内容  
〔具体的内容〕  

薪予防給付の創設、地域支援事業（仮称）の創設  予防重視型システムヘの転換  

施設給付の見直し  居住費用・食費の見直し、低所得者専に対する措置   

地域密箇型サービスの創設、地域包括支捷センター  
の創設、居住系サービスの充集（有料老人ホームの  
見直し等）、医療と介護の連携の強化、地域介護・  
福祉空間整備等交付金（仮称）の創設  

東の櫻墜化、事案者規制の見直し、  
ケアマネジメントの見直し   

第1号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、  
要介護認定の見直し、サービスの適正化・効率化  

社会保障制度の一体的見直しと併せて検討、その  
結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措  

置を講ずる  
検討は、平成18年度束までに結果が得られるよう  
新たな場を設ける  

新たなサービス体系の確立  

サービスの賞の確保・向上  

負担の在り方・制度運営の見直し  

被保険者・受給者の範囲  

※施行：2006年4月（ただし施設入所費用の見直しについては2005年10月施行）  
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介謹保険制麿のサービス  
○ 介護保険制塵では、要介護状態となった場合でも、できるだけ居宅で自立した日常生活を   
営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行っている。  

⑳地域車幾蜜サービス  【鯛サービス1  
0巷間介沸 ○車間入港介郭  
○訪l埠書許 ○訪問り／ヽどリナーション  
0替電■■管刑場  
【江爾サービス1  

0蕩節介濱 ○丑蹄リハビリテーション  
【細入稀サービス】  
0銀編入附す ○最期入所療畢介凛  
Iモ¢館】  

○特定濃謂入腐群生湾介譲  
0特定幕拉用具瞥苑 ○積数用具貸与  

0介議篭人疇旭  
0介導電人躍幌  
○介護書棚  0411幡多機構畳屋電介護  

○遼鵡瘡対応靂其閂生新彊  
○地ヰ虔奮立職安鶴注入應書生法介潰  
○地域青書聖介納人橿祉勒   
入薪穐應介護  

⑳地域堵憲史介涯予防サービス  
【訪問サービスl  

O介聾予防訪問介護 ○介護宇野訪愕入欝介環  ○介護事紺地油庄立通節介護  
○介訂事霹小瓢疇さ機鋒柏電介凛  
○介彊亨膵遼奴食掛慮1共搾生活介護  

∃9空空！竺竺竺翌竺＿2空空夢相同り∧ピけ－シュン  
○介藩事隋牒宅丑兼官畏縮導  
l彊滞サービスI  

l  

O憎亨膝遭薪介獲 ○介藩学防遥帝リハビリチーシュン 巨  
【ヰヰ入層サービス】  ‡  
○介覆亨陣頭鞄入衛生渚介謬○介護手隙錮孤介射  

⑳介温亨陣安濃t  

【モの僧】  
○介護予防幡豆細入塵肴生蓮介遭  
○響定介Ⅷ亨摘社用員■拓 ○介訂予捕蜘奥貸与  

「介護サービス情報の公表」   

制度が求められる背景  
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「介護サービス情報の公表」  

制度の概要  

－9－   



（目  的）   

利用者の介護サービス事業所の選択（比較検討）を支援  

（注）事業所の評価、格付け、画一化を目的としない   

（実施方法）   

○基本的にすべての事業所が対象   

0事業所が現に行っている事柄（事実）を年1回公表   

0事実確認が必要な情報は第三者（調査員）が調査   

0だれでも比較可能な客観的な情報を公表  
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介護サービス情報の公表の効果  

【利用者】  

○何を見て選ぶのか→視点の理解  

○比較検討材料を入手→選択肢の絞り込み  

【事業者】  

○自らの取組の努力→広く広報  

○他の事業者の取組→参考材料  
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「介護サービス情報の公表」   

制度の具体的内容  
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